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　加えて、近年、スマートフォンやＳＮＳの普及など、児童生徒等を取り巻く環境の変化や

学校への犯罪予告やテロ、弾道ミサイル発射等の「新たな危機事象」への対応が求められて

おり、学校安全の在り方を柔軟に見直していくことが必要です。
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（探究）
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図ることが重要であり、

（北海道教育委員会　平成31年２月）
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指導を徹底するとともに
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　通学路の安全性が恒常的に確保されるよう、教育委員会、道路管理者、警察等と連

携し、交通安全については、基本方針の策定及び策定した基本方針に基づく取組を継

続して推進するための推進体制の構築、合同点検の実施等を、防犯については、合同

点検のほか、登下校防犯プラン（登下校時の子供の安全確保に関する関係閣僚会議 

平成30年６月）に基づく「地域の連携の場」の構築、登下校時における防犯対策につ

いて意見交換等を行うなど、通学路の安全確保に向けた取組を推進し、安全確保を図

るための対策を適切に行うことが大切です。

　防犯の専門家の知見等も活用しつつ、安全マップの作成や「子供110番の家」の活

用、ロールプレイング方式等による防犯訓練の実施など、児童生徒に危険予測・回避

能力を身に付けさせる実践的な防犯教育につながる指導を行います。

防犯教育の充実

を含めた 被害者に

も加害者にもなら

（小学生用・中学生用・高校生用）（北海道教育委

安全員会　令和２年10月） （北海道教育委員会　Web掲載）
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